
エリアインフォメーション

　

お問合せ先

令和４年度高年齢者活躍企業
コンテスト　募集のお知らせ

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 福井支部　TEL：0778-23-1021
E-mail　fukui-kosyo@jeed.go.jp

　厚生労働省および（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構では、高年齢者がこれまでの
キャリアで培ってきた知識や経験を職場等で
有効に活かすため企業等が行った創意工夫の
事例を広く募集する「令和４年度高年齢者活
躍企業コンテスト」を実施します。優秀事例
については表彰を行います。

【応募締切】
令和４年３月 31 日㈭

（当日消印有効）

　

お問合せ先

放送大学　2022 年度第１学期
４月入学生募集中！

放送大学　福井学習センター　TEL:0776-22-6361
〒 910-0858 福井市手寄 1-4-1 AOSSA7F

　放送大学は、場所や時間を選ばず大学教育
を受けることができる、文部科学省・総務省
が所管する正規の通信制大学です。
　社会人のリカレント教育や各種資格の取得
等にも対応した科目を幅広く用意しており、
30 代～ 40 代を中心に幅広い年代やさまざ
まな職業の方が、テレビ(BS放送)やインター
ネットを利用して、それぞれの目標に向かっ
て意欲的に学んでいます。

《出願期間》令和４年3月15日（必着）まで

お問合せ先
福井地方法務局 登記部門 商業・法人係　TEL：0776-22-4985

（平日8:30～17:15　土日祝除く）

実質的支配者リスト制度
が始まります

　会社が作成した実質的支配者リスト（※）
について、商業登記所が、所定の添付書面に
より内容を確認してその写しを発行する制度
が始まります。
　（※）実質的支配者リストとは、実質的支配
者（Beneficial Owner）について、その要件で
ある議決権の保有に関する情報を記載した書
面をいいます。

詳しくは法務省のホームページで検索
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

　

お問合せ先

ネットなら便利！ 24 時間確定申告
申告と納税は正しくお早目に！

福井税務署「確定申告コールセンター」
TEL：0776-23-2690 自動音声案内『0』を選択

　申告書の作成・送信はご自宅でスマホやパ
ソコンから国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」が便利です。作成した
申告書 ( データ ) は、印刷して郵送するか、
e-Tax で提出できます。
スマホでの申告はこちらから→　
　確定申告会場への入場には、

「入場整理券」が必要です。整
理券は会場で当日配付するほか、国税庁 LINE
公式アカウントから事前発行も可能です。



エリアインフォメーション

　

お問合せ先

福井商工会議所ビル内
プレスリリースセンターのご案内

福井商工会議所 会員サービス課　TEL：0776-33-8254
E-mail：pub-info@fcci.or.jp

　これまで繊協ビルにありました「福井経済
記者クラブ」が、昨年４月より福井商工会議
所ビル１Ｆに「プレスリリースセンター」と
して移転しました。
　センターには福井経済記者クラブに所属す
る 13 社のボックスが設けられております。
新商品開発情報や人事異動など広く周知した
い情報があればいつでもご利用ください。
　また、プレスリリースの代行サービスも行っ
ておりますので詳しくはお問合せ下さい。

　

お問合せ先

福井商工会議所
公式 LINE アカウント開設のご案内

福井商工会議所 会員サービス課　TEL：0776-33-8254
E-mail：pub-info@fcci.or.jp

　福井商工会議所では、令和３年 12 月より
公式 LINE アカウントを開設いたしました。
今後、福井県の補助金・支援金の案内は、主
にこの公式 LINE アカウントを通じて発信さ
れるほか、災害発生等緊急時の情報共有ツー
ルとしても活用されます。
　登録は、下の QR コードを読み取り、友だ
ち登録いただいてから、送られ
てくるメッセージの登録者情報
を入力するだけです。ご不明な
点についてはお問合せ下さい。

　福井商工会議所では、当所が実施する事業
（研修会･セミナー･イベント）や経営情報（調
査 ･ 統計）のほか、国の政策情報、県内産業
政策情報、地域情報など企業経営に有用な情
報を 1 本のメールにまとめて皆様に配信し
ています。是非、この機会にご登録ください！ 
≪登録はとっても簡単！≫
①メールアドレス②氏名③会社名④所属部署
⑤電話番号を記入の上、会員サービス課まで
メールでお送り下さい。

お問合せ・お申込先
福井商工会議所 会員サービス課　TEL：0776-33-8254
E-mail：pub-info@fcci.or.jp

福井商工会議所「E-mail 
news」登録者募集中！

お問合せ先
福井県　安全環境部　県民安全課
TEL：0776-20-0745

福井県自転車条例が
７月１日より施行されます

　福井県では、県民の自転車の安全で適正な
利用に関し基本理念を定め、自転車に係る交
通事故の防止、交通事故の被害軽減および交
通事故被害者の救済を目的に、昨年 12 月に「福
井県自転車条例」を制定しました。７月１日
より施行され、以下の義務等が課されます。

【義　　務】自転車損害賠償責任保険等への加入
【努力義務】自転車の安全利用
　　　　　 （ヘルメットの着用等）
　　　　　  自転車の定期的な点検整備等
詳しくは、   福井県　自転車条例　 で 　検索　


